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（１）公⽴学校における⽇本語指導基準の明確化 参考資料
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別紙１－２別紙１－１

⽇本語指導が必要な外国⼈児童⽣徒数（単位：⼈）

特別な配慮に基づく指導を受けている者の割合（単位：％）

JSLカリキュラム（⾚下線）を指導に使⽤している学校数

不就学の状況

※出典：左「令和５年度 ⽇本語指導が必要な児童⽣徒の受⼊状況等に関する調査結果について」（⽂部科学省）
右上「公⽴学校に増える⽇本語で学べない⼦どもたち（２）」（第⼀ライフ資産運⽤経済研究所）、右下 読売新聞より



（２）法定検診項⽬の多⾔語翻訳化 参考資料
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別紙２－２別紙２－１

外国⼈向け多⾔語説明資料 ⼀覧 健康診断の問診票（英訳版‧⼀部抜粋）

※出典：左「外国⼈向け多⾔語説明資料 ⼀覧（厚⽣労働省）」より当協議会作成
右「⼀般健康診断 問診票 英語」（厚⽣労働省）



（３）外免切替における試験の予約枠の増加 参考資料
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別紙３－１

外免切替後の受験状況

※出典：左 読売新聞記事より当協議会作成
右「第1回⾃動⾞運送業分野 特定技能協議会 資料」（⽇本バス協会）より

特定技能「⾃動⾞運送業」における優遇措置

以下、記事より抜粋

➢ （静岡）県警運転免許課によると、⾒直し後の昨年１０⽉
中に学科試験の合格率は、⾒直し前の2024年の93.3％から
36.5％まで低下、運転試験では24年の17.3％から6.4％に低
下した。

➢ 審査が厳格化された⼀⽅で懸念されるのが、受験期間の⻑
期化だ。同課によると、個⼈差があるものの受験者が外免
切替で免許を取得するまで3ヶ⽉ほどを要するという。

➢ 繰り返し受験する外国⼈に対応するため、県警は、通常の
免許更新に従事する運転免許センターの職員を外免切替担
当者として柔軟に運⽤している。



（４）在留資格審査におけるガイドラインの適正な運⽤及び審査の迅速化
   参考資料
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⼊国‧在留資格審査容量（第1編 基本的事項）別紙４－１
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⼊国‧在留資格審査容量（第1編 基本的事項）別紙４－１



「技術‧⼈⽂知識‧国際業務」の派遣形態の審査運⽤別紙４－２

左記２に係る派遣での就業可能性がある者の申請時において派遣先を確定

できない合理的な事由の例示（下記）

 
１）受入後、一定期間の研修（１年未満における日本でのビジネスマナー修得

や実務能力向上を目指すトレーニング等）を経てから派遣先を確定する場合

２）来日後、適性及び本人の希望に応じて自社での業務に従事するか派遣で

の業務に従事するか確定する場合

（例：ITエンジニアの派遣だけでなくITシステムの受託開発業務も行う企業が

ITエンジニアの受入後、適性及び本人の希望に応じて自社内での受託開発

業務にITエンジニアとして従事させるか、派遣社員として派遣先にてITエンジ

ニアとして就業するか確定する場合）

３）その他例示には含めにくいものと思うが、申請時に派遣先を確定できない

理由として入管による審査期間が一定せず（例えば東京入管であれば技術・

人文知識・国際業務にかかる審査期間について１カ月程度から１年程度まで

開きがある。）、派遣元が派遣先へ派遣契約開始日を明確に示すことが困難

であることがある。

４）派遣契約が在留期限の直前で解消された場合


